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（下線の部分は修正部分） 

火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-2 

 

 

 

 

 

 

3-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

第 6節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

東北経済 

産業局 

(1) 生活必需品、復旧資材等防災

関係物資の安定的供給の確保に

関すること。 

(2) 被災商工業者に対する支援に

関すること。 

東北経済 

産業局 

(1) 工業用水道の応急・復旧対策

に関すること。 

 

(2) 災害時における復旧用資機

材、生活必需品及び燃料等の需給

に関すること。 

(3) 産業被害状況の把握及び被災

事業者等への支援に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

東北運輸 

局 

(1) 鉄道、自動車等の安全運行の

確保 に関すること。 

 

 

(2) 緊急輸送、代替輸送 に対する

指導 及び支援に関すること。 

東北運輸 

局 

(1) 交通施設等の被害、公共交通

機関の運行及び運航状況等に関

する情報収集及び伝達 に関する

こと。 

(2) 緊急輸送、代替輸送 における

関係事業者等への指導・調整 及

び支援に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

仙台管区 

気象台 

〔盛岡地 

方気象台〕 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 気象、地象（地震にあっては、

発生した断層運動による地震動

に限る。）及び水象の予報及び警

報･注意報並びに台風、大雨、竜

巻等突風に関する情報等の適

時・的確な防災機関への伝達、並

びにこれらの機関や報道機関を

通じた住民への周知に関するこ

と。 

(4)～(7) ［略］ 

仙台管区 

気象台 

〔盛岡地 

方気象台〕 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 気象、地象（地震にあっては、

発生した断層運動による地震動

に限る。）及び水象の予報及び

特別警報・警報･注意報並びに台

風、大雨、竜巻等突風に関する情

報等の適時・的確な防災機関への

伝達、並びにこれらの機関や報道

機関を通じた住民への周知に関

すること。 

(4)～(7) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 

3 ［略］ 

 

 

3 ［略］ 
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3-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-6 

 

4 指定公共機関 

 

4 指定公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ(株) 

 

 

(株)エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 

ＫＤＤＩ(株) 

 ［略］  ［略］ 

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ(株) 

ソフトバンクテレコム

(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモバイル

(株) 

 ［略］ 

日本通運(株)盛岡支店  ［略］ 日本通運(株)盛岡支店 

北東北福山通運(株)盛岡

支店 

佐川急便(株)岩手支店 

ヤマト運輸(株)盛岡支店 

岩手西濃運輸(株) 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

盛岡中央郵便局 

（郵便事業株式会社） 

 ［略］ 盛岡中央郵便局 

 

 ［略］  

 ［略］  ［略］  

 

5 指定地方公共機関 

 

5 指定地方公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

 ［略］  ［略］ 

(社)岩手県トラック協会 

 

(社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ (公社)岩手県トラック協

会 

(公社)岩手県バス協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

(社)岩手県高圧ガス保安協

会 

 ［略］ 

 ［略］ (一社)岩手県高圧ガス保

安協会 

 ［略］ 

 ［略］ 

(社)岩手県医師会 

(社)岩手県歯科医師会 

 ［略］ (一社)岩手県医師会 

(一社)岩手県歯科医師会 

 ［略］ 

 

6 ［略］ 

 

6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 指定地方行政機関の業務の大綱について、表現の見直しを行うもの 

○ 指定公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第 1章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-1-7 

 

 

 

 

 

3-1-8 

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

 

3 地勢、地質 

 (1)～(3) [略] 

 (4) 火山 

  ア 県内の活火山 

   ○ 火山噴火予知連絡会は、平成 15 年 1

月に「概ね過去 1 万年以内に噴火した火

山及び現在噴気活動が認められる火山」

を新たな活火山の定義とした。 

県内では、下記の 4火山が活火山とし

て定義されている。 

第 7節 県土の概況 

 

1・2 ［略］ 

 

3 地勢、地質 

 (1)～(3) [略] 

 (4) 火山 

  ア 県内の活火山 

   ○ 火山噴火予知連絡会は、平成 15 年 1

月に「概ね過去 1万年以内に噴火した火

山及び現在噴気活動が認められる火山」

を新たな活火山の定義とした。 

県内では、下記の 4 火山が活火山とし

て定義されている。 

 火山名 火山周辺市町村   火山名 火山周辺市町村  

 ［略］  ［略］ 

岩手山 盛岡市、八幡平市、

雫石町 、滝沢村 

岩手山 盛岡市、八幡平市 、

滝沢市 、雫石町 

 ［略］  ［略］ 

    ［略］ 

  イ・ウ ［略］ 

 

4 ［略］ 

    ［略］ 

  イ・ウ ［略］ 

 

4 ［略］ 

修正 

理由 

○ 滝沢村の市制移行に伴い、所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-3 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

 県、市町村その他の防災関係機関は、職員に対 

して防災教育を実施するとともに、広く住民等に 

対して防災知識の普及に努め、自主防災思想の普 

及、徹底を図る。また、被災時の男女のニーズの 

違い等男女双方の視点にも配慮する。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者、障 

がい者等 災害時要援護者 に十分配慮するととも

に、地域において 災害時要援護者 を支援する体

制の整備を図る。 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

○ 防災関係機関は、住民・登山者・観光客等

滞在者の防災に対する意識の高揚を図り、火

山災害時において、正しい知識と判断をもっ

て行動できるよう、次の方法等を利用して、

防災知識の普及徹底を図る。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者

等 災害時要援護者 に十分配慮し、地域にお

いて 災害時要援護者 を支援する体制の整備

を図る。 

 

 

  ア～キ ［略］ 

○ 防災意識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

  ア 火山に関する 一般的な 知識 

  イ 気象警報、避難指示等 の意味 及び内容 

 

  ウ～サ ［略］ 

○ 火山災害の特性、平常時における心得、災

害時における心得、避難方法については、次

の事項を基本として普及を図る。 

 ア ［略］ 

 イ 平常時における心得 

   ①～⑥ ［略］ 

 

第 2節 防災知識普及計画 

 

第 1 基本方針 

 県、市町村その他の防災関係機関は、職員に対 

して防災教育を実施するとともに、広く住民等に 

対して防災知識の普及に努め、自主防災思想の普 

及、徹底を図る。また、被災時の男女のニーズの 

違い等男女双方の視点にも配慮する。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者、障 

がい者等 要配慮者 に十分配慮するとともに、地

域 

において要配慮者を支援する体制の整備を図る。 

 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ 防災関係機関は、住民・登山者・観光客等

滞在者の防災に対する意識の高揚を図り、火 

山災害時において、正しい知識と判断をもっ

て行動できるよう 、防災士その他防災に関

する知識を有するものと連携しながら 、次

の方法等を利用して、防災知識の普及徹底を

図る。 

なお、防災知識の普及を図る際は、高齢者

等 要配慮者 に十分配慮し、地域において

要配慮者 を支援する体制の整備を図る。 

 

  ア～キ ［略］ 

○ 防災意識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

  ア 火山に関する知識 及び火山災害の特性 

  イ 噴火警報、噴火警戒レベル、避難指示等

火山災害対策に係る用語 の意味 

  ウ～サ ［略］ 

 ○ 火山災害の特性、平常時における心得、災

害時における心得、避難方法については、次

の事項を基本として普及を図る。 

  ア ［略］ 

 イ 平常時における心得 

   ①～⑥ ［略］ 
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  ウ・エ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及に併せ、被災地に小口・混

載による支援物資を送ることは被災地方公

共団体等の負担となることから、支援に当た

っては、現地のニーズを踏まえたうえで行う

ようにするなど、被災地支援に関する知識

の普及 に努める。 

 

4～6 ［略］ 

   ⑦ 愛玩動物との同行避難や避難所での

飼養の方法を決めておく。 

  ウ・エ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及に併せ、被災地に小口・混

載による支援物資を送ることは被災地方公

共団体等の負担となることから、支援に当た

っては、現地のニーズを踏まえたうえで行う

ようにするなど、被災地支援に関する知識

を整理し、その普及 に努める。 

 

4～6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 防災知識の普及に係る防災士等との連携について規定するもの 

○ 防災知識の普及活動に係る重点事項として、愛玩動物との同行避難等の方法を追加するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-5 

 

 

 

 

第 3節 自主防災組織等育成計画 

 

第 1 基本方針 

 

1・2 ［略］ 

 

 

第 3節 地域防災活動活性化計画 

 

第 1 基本方針 

 

1・2 ［略］ 

 

3 市町村は、市町村内の一定の地区内の住民等 

から市町村地域防災計画に地区防災計画を位

置付けるよう提案を受けたときは、その必要性

を判断した上で、市町村地域防災計画に地区防

災計画を定める。 

 

第 3 ［略］ 

 

第 4 住民等による地区内の防災活動の推進 

 【本編・第 2 章・第 2節・第 4 参照】 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、地区防災計画について県地域防災計画に位置づけるもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-6 

 

 

 

 

第 4節 防災訓練計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 実施方法 

 ○ ［略］ 

 ○ 実施する主な個別訓練項目は、次のとおり

である。 

第 4節 防災訓練計画 

 

第 2 実施要領 

 

1 実施方法 

 ○ ［略］ 

 ○ 実施する主な個別訓練項目は、次のとおり

である。 

 ア ［略］ 

イ 職員非常召集訓練 

ウ～シ ［略］ 

  ア ［略］ 

イ 職員非常招集訓練 

ウ～シ ［略］ 

 

 

2・3 ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

 ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

  (1)～(5) ［略］ 

  (6) 火山観測施設 

   ［略］ 

 

 （気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

第 5節 気象業務整備計画 

 

第 2 気象業務の実施体制の整備 

 

1 ［略］ 

 

2 情報処理・通信システムの整備・充実 

 ○ 盛岡地方気象台は、情報の収集・伝達に必

要な通信システム及び防災気象情報の作成

に必要な情報処理システムの整備・充実に努

める。 

  (1)～(5) ［略］ 

  (6) 火山観測施設 

   ［略］ 

 

（気象庁以外の機関が設置している主な観測

施設） 

 施設等名 箇所数 設置機関   施設等名 箇所数 設置機関  

 ［略］  ［略］ 

GPS連続観測シス 

テム 

 ［略］ GNSS連続観測シ 

ステム 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ○ ［略］ 

 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 

○ ［略］ 

○ 仙台管区気象台（盛岡地方気象台）は、岩手

山及び秋田駒ヶ岳についての火山活動の状況

と防災対応の必要性を示すため、噴火警戒レベ

ルの運用を行う。 

 ①火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

 ○ ［略］ 

 

第 3 情報収集、伝達体制の整備 

○ ［略］ 

○ 仙台管区気象台（盛岡地方気象台）は、岩手

山及び秋田駒ヶ岳についての火山活動の状況

と防災対応の必要性を示すため、噴火警戒レベ

ルの運用を行う。 

 ①火山に関する予報・警報・情報の種類と内容 

 種 類 内 容   種 類 内 容  

噴火警 

報（居住 

地域） 

居住地域およびそれより火口側にお 

ける警戒が必要な場合にその対象範 

囲と警戒事項を随時発表。 

噴火警 

報（居住 

地域） 

噴火に伴って発生し生命に危険を及

ぼす火山現象の発生やその拡大が予

想される場合に、対象範囲を明示し

て発表。対象範囲に居住地域が含ま

れる場合は噴火警報（居住地域）、含

まれない場合は噴火警報（火口周

辺）」として発表。 

・噴火警報（居住地域） 

火山現象特別警報に位置づけられ 

る。 

噴火警 

報（火口 

周辺） 

火 口から少し離れた所まで、または 

火口から居住地域近くまでの広い範 

囲における火口周辺で警戒が必要な 

場合にその対象範囲と警戒事項を随 

時発表。 

噴火警 

報（火口 

周辺） 
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3-2-12 

 

 

 

 

 ［略］  ［略］ 

降灰予 

報 

噴煙の高さが 3千メートル以上 、あ 

るいは 噴火警戒レベル 3相当以上の 

噴火など、一定規模以上の噴火が発 

生した場合に、噴火発生から概ね 6 

時間後までに火山灰が降ると予想さ 

れる地域を発表。 

降灰予 

報 

噴煙の火口からの高さが 3千メート 

ル以上又は噴火警戒レベル 3相当以 

上の噴火など、一定規模以上の噴火 

が発生した場合に、噴火発生から概 

ね 6時間後までに火山灰が降ると予 

想される地域を発表。 

 ［略］  ［略］ 

 ②噴火警戒レベルが 導入されている 火山の噴

火警報・噴火予報 

 ②噴火警戒レベルが 運用されている 火山の噴

火警報・噴火予報 

  ［略］    ［略］  

  

 

 

 

 注）噴火警戒レベルの詳細は火山ごとに 作成 。 

 

 ③ 噴火警戒レベルが 導入されていない 火山

の噴火警報・噴火予報 

 備考１ 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に

応じて警戒を必要とする対象範囲と住

民等の対応を５段階に区分して発表す

る指標である。 

   ２ 噴火警戒レベルの詳細は、火山ごとに

作成される 。 

 ③ 噴火警戒レベルが 運用されていない 火山

の噴火警報・噴火予報 

  ［略］    ［略］  
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ページ調整 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-12 

 

 

 

 

 

 

  ③ 噴火警戒レベルが 導入されていない 火山の噴火警報・噴火予報 

 
予報及び警 

報の名称 

対象範囲を付 

した警報の呼 

び方 

略 称 対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

 

噴火警報 噴火警報 

（居住地域） 

噴火警 

報 

居住地域 又 

は山麓 及び 

それより火 

口側 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

 ［略］ 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-12 

 

 

 

 

 

 

  ③ 噴火警戒レベルが 運用されていない 火山の噴火警報・噴火予報 

 
予報及び警 

報の名称 

対象範囲を付 

した警報の呼 

び方 

略 称 対象範囲 警戒事項等 火山活動の状況 

 

噴火警報 噴火警報 

（居住地域） 

噴火警 

報 

居住地域及 

びそれより 

火口側 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 

3-2-13 

 

 

 

 

 

 

  ④ 岩手山の噴火警戒レベル（概要版） 平成19年10月 岩手山火山災害対策検討委員会 

 対象 

範囲 
レベル 

説 明  

火山活動の状況 過去の事例 住民の行動 登山・入山者 

居住地

域及び

それよ

り火口

側 

５（避難）  ［略］  ［略］  ［略］ 

４（避難

準備） 

警戒が必要な居住地域での

避難準備 

 

火口か

ら居住

近くま

で 

３ ( 入 山

規制) 

 ［略］ 通常の生活 

 

 ［略］ 

 *  「重大な影響」とは、この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶことを意味する。 

** 「特異地域」とは、居住地域より火口に近い地域を指す。 

***「特別に被害が予想される区域」とは、冬季の噴火において融雪型火山泥流が流下する

危険のある 滝沢村 一本木地区砂込川沿いを指す。 

  ［略］ 

  ⑤ ［略］ 

 ○ ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山に関する予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 滝沢村の市制移行に伴い、所要の整備をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 

  

災害時要援護者、特異地域
＊＊及び特別に被害が予想

される区域＊＊＊の避難 

状況に応じて災害時要援

護者、特異地域＊＊及び特

別に被害が予想される区

域＊＊＊の避難準備 

 

13 

 



火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 修   正   案 

3-2-13 

 

 

 

 

 

 

  ④ 岩手山の噴火警戒レベル（概要版） 平成19年10月 岩手山火山災害対策検討委員会 

 対象 

範囲 
レベル 

説 明  

火山活動の状況 過去の事例 住民の行動 登山・入山者 

居住地

域及び

それよ

り火口

側 

５（避難）  ［略］  ［略］  ［略］ 

４（避難

準備） 

警戒が必要な居住地域での

避難準備 

 

火口か

ら 居住

地域 近

くまで 

３ ( 入 山

規制) 

 ［略］ 通常の生活 

 

 ［略］ 

 *  「重大な影響」とは、この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶことを意味する。 

** 「特異地域」とは、居住地域より火口に近い地域を指す。 

***「特別に被害が予想される区域」とは、冬季の噴火において融雪型火山泥流が流下する

危険のある 滝沢市 一本木地区砂込川沿いを指す。 

  ［略］ 

  ⑤ ［略］ 

 ○ ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山に関する予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 滝沢村の市制移行に伴い、所要の整備をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 

  

避難行動要支援者、特異地

域＊＊及び特別に被害が予

想される区域＊＊＊の避難 

状況に応じて避難行動要

支援者、特異地域＊＊及び

特別に被害が予想される

区域＊＊＊の避難準備 
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火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-19 

第 6節 避難対策計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、火山災害から住民及び観光客等の

生命、財産を守るため、避難計画を作成し、避

難場所、避難道路等の整備を進めるとともに、

住民及び観光客等への周知徹底を図る。 

なお、避難計画の作成の際には、異常データ

観測・活動活発期における注意喚起、自主避難・

災害時要援護者 等の事前避難に対応する内容

や、気象庁が発表する噴火警戒レベル及び噴火

警報の基準に適合した内容を盛り込むこと。 

 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 避難場所等の整備等 

 

1 避難場所等の整備 

 ○ 市町村は、次の事項に留意し、施設の管理

者の同意を得て、地域の実情に応じ、地区ご

とに避難場所等を指定するとともにその整

備に努める。 

この場合、過去の災害の状況や新たな知見

等を踏まえ、避難場所等の指定について、必

要に応じて随時見直しを行う。 

第 6節 避難対策計画 

 

第 1 基本方針 

1 市町村は、火山災害から住民及び観光客等の 

 生命、財産を守るため、避難計画を作成し、避 

 難場所、避難道路等の整備を進めるとともに、 

住民及び観光客等への周知徹底を図る。 

なお、避難計画の作成の際には、異常データ 

観測・活動活発期における注意喚起、自主避難・

避難行動要支援者 等の事前避難に対応する内

容や、気象庁が発表する噴火警戒レベル及び噴

火警報の基準に適合した内容を盛り込むこと。 

 

2・3 ［略］ 

 

第 3 避難場所等の整備等 

 

1 避難場所等の整備 

 ○ 市町村は、次の事項に留意し、施設の管理 

  者の同意を得て、地域の実情に応じ、地区ご

とに避難場所等を指定するとともにその整

備に努める。 

この場合、過去の災害の状況や新たな知見

等を踏まえ、避難場所等の指定について、必

要に応じて随時見直しを行う。 

  ［略］    ［略］  

避難所 （収

容施設） 

ア 災害に対し安全な場所にあ

り、また、建物にあっては、災

害に強いものであること。 

イ 避難者が、速やかに避難でき

る場所にあること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ ［略］ 

エ ［略］ 

避難所 ア 被災者等を滞在させるため

に必要かつ適切な規模のもの

であること。 

イ 速やかに、被災者等を受け入

れ、又は生活関連物資を被災者

等に配布することが可能な構

造又は設備を有するものであ

ること。 

ウ 想定される災害による影響

が比較的少ない場所にあるも

のであること。 

エ 車両その他の運搬手段によ

る輸送が比較的容易な場所に

あるものであること。 

オ ［略］ 

カ ［略］ 
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オ ［略］ 

キ 主として要配慮者を滞在さ

せることが想定されるものに

あっては、要配慮者の円滑な利

用の確保、要配慮者が相談し、

又は助言その他の支援を受け

ることができる体制が整備さ

れているもの 

ク ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 ［略］ 

 

第 5 避難訓練の実施 

  【本編・第 2章・第 5節・第 5 参照】 

 

第 6 ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

 

第 4 避難所の運営体制等の整備 

  【本編・第 2章・第 5節・第 4 参照】 

 

 

第 5 避難行動要支援者名簿 

  【本編・第 2章・第 5節・第 5 参照】 

 

第 6 ［略］ 

 

第 7 避難訓練の実施 

  【本編・第 2章・第 5節・第 6 参照】 

 

第 8 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、避難所の整備に係る留意事項を見直すもの 

○ その他所要の整備をするもの 

  

16 

 



火山災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-23 

 

 

 

 

第 7節 災害時要援護者 の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 県は、市町村その他の防災関係機関、災害時

要援護者関係団体 、介護保険事業者、社会福祉

施設等及び地域住民等と協働して、高齢者、障

がい者、難病患者、外国人、乳幼児及び妊産婦

等の災害時要援護者（以下、本節中「要援護者」

という。）の安全確保を図るため、災害時の情

報収集・伝達及び避難誘導等の体制づくりを支

援する。 

特に、市町村に対しては、「災害時要援護者

の避難支援ガイドライン 」を参考にした 要援

護者 の情報の収集及び防災関係機関への提供

のための体制づくりの支援を行うとともに、そ

の進捗状況等を確認する。 

 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び 災害時要援護者避難支援計画 等を策定

するとともに、実際に避難訓練等を行うなど、

県その他の防災関係機関、介護保険事業者、社

会福祉施設等及び地域住民等の協力を得なが

ら地域社会全体で 要援護者 の安全確保を図る

体制づくりを進める。 

第 7節 要配慮者 の安全確保計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 県は、市町村その他の防災関係機関、要配慮 

 者関係団体 、介護保険事業者、社会福祉施設等 

 及び地域住民等と協働して、要配慮者 の安全確 

 保を図るため、災害時の情報収集・伝達及び避 

難誘導等の体制づくりを支援する。 

特に、市町村に対しては、「避難行動要支援

者の避難行動支援に関する取組指針 」を参考に

した 避難行動要支援者 の情報の収集及び防災

関係機関への提供のための体制づくりの支援

を行うとともに、その進捗状況等を確認する。 

 

 

 

 

2 市町村は、避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル及び 避難行動要支援者避難支援計画 等を策

定するとともに、実際に避難訓練等を行うな

ど、県その他の防災関係機関、介護保険事業者、

社会福祉施設等及び地域住民等の協力を得な

がら地域社会全体で 要配慮者 の安全確保を図

る体制づくりを進める。 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

第 1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 県は、県の地域に火山災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合は、その所掌事務に係る災

害応急対策を実施するため、岩手県災害警戒本部

（以下、本節中「災害警戒本部 」という。）又は

岩手県災害対策本部（以下、本節中「災害対策本 

部」という。）を設置する。 

 

1 災害警戒本部 

 〇 災害警戒本部 は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編 5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 (1) 設置基準 

第 1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 県は、県の地域に火山災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合は、その所掌事務に係る災

害応急対策を実施するため、岩手県災害特別警戒

本部（以下本節中「災害特別警戒本部 」という。）

又は岩手県災害対策本部（以下本節中「災害対策 

本部」という。）を設置する。 

 

1 災害特別警戒本部 

 ○ 災害特別警戒本部 は、「岩手県災害警戒本

部設置要領」（資料編 5－8）に基づき設置し、

主に災害情報の収集 及び応急対策 を行う。 

 (1) 設置基準 

 設置基準 設置の対象   設置基準 設置の対象  

 ［略］  ［略］ 

八幡平又は栗駒山に噴火警報

（火口周辺）（対象範囲 が 「火

口から居住地域（居住地域が不

明瞭な場合は山麓）近くまでの

広い範囲の火口周辺」の場合に

限る。）が発表された場合 

 ［略］ 八幡平又は栗駒山に噴火警報（火

口周辺）（キーワード が「入山危

険」の場合に限る。）が発表され

た場合 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 組織 

  ○ 災害警戒本部 の組織は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支 部 長 

広 域 振 興 局 副 局 長 
広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 長 
広域振興局総務部総務センター所長 

副 本 部 長  

防災危機管理監
 

本 部 長 

総合防災室長 

支 部 職 員 

支部長が指名 
す る 職 員 

副 支 部 長  

広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 管 理 主 幹 
広域振興局経営企画部地域振興センター所長 
広 域 振 興 局 総 務 部 長 
広域振興局総務部総務センター入札課長 

本 部 職 員 

総 合 防 災 室 職 員 
総 務 部 内 職 員 
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火山災害対策編 第 3章 災害応急対策計画 

頁 修   正   案 

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 組織 

  ○ 災害特別警戒本部 の組織は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支 部 長 

広 域 振 興 局 副 局 長 
広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 長 
広域振興局総務部総務センター所長 

副 本 部 長  

総合防災室長 

本 部 長 

総 務 部 長 

支 部 職 員 

支部長が指名 
す る 職 員 

副 支 部 長  

広 域 振 興 局 経 営 企 画 部 管 理 主 幹 
広域振興局経営企画部地域振興センター所長 
広 域 振 興 局 総 務 部 長 
広域振興局総務部総務センター入札課長 

本 部 職 員 

総 合 防 災 室 職 員 
総 務 部 内 職 員 
各 部 職 員 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 分掌事務 

  ○ 災害警戒本部 の分掌事務は、次のとお

りである。 

   ア～エ ［略］ 

 

   オ ［略］ 

 (4) ［略］ 

 (5) 廃止基準等 

○ 災害警戒本部 は、気象予報・警報 等が

解除された場合等において、本部長が、災

害のおそれがなくなったと認めるときに

廃止する。 

○ 本部長は、災害による被害が相当規模を

超えると見込まれる場合は、災害警戒本部

を廃止し、災害対策本部を設置する。 

 

2 災害対策本部 

○ 災害対策本部は、災害対策基本法第 23条 

 の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅 

速、的確に実施する。 

 ○ ［略］ 

 (1) 設置基準 

 (3) 分掌事務 

  ○ 災害特別警戒本部 の分掌事務は、次の

とおりである。 

   ア～エ ［略］ 

   オ 応急措置の実施 

   カ ［略］ 

 (4) ［略］ 

 (5) 廃止基準等 

○ 災害特別警戒本部 は、噴火警報 等が解

除された場合等において、本部長が、災害

のおそれがなくなったと認めるときに廃

止する。 

○ 本部長は、災害による被害が相当規模を

超えると見込まれる場合は、災害特別警戒

本部 を廃止し、災害対策本部を設置する。 

 

2 災害対策本部 

 ○ 災害対策本部は、災害対策基本法第 23 条 

 の規定に基づき設置し、災害応急対策を迅 

速、的確に実施する。 

○ ［略］ 

(1) 設置基準 

 
区 分 

設置基準（広域支部及び

地方支部は配備基準） 

配備職員

の範囲 

  
区 分 

設置基準（広域支部及び

地方支部は配備基準） 

配備職員

の範囲 

 

(1) 

指定

職員

（１

号）

体制 

本

部 

ア ［略］ 

イ 八幡平又は栗駒山

に噴火警報（居住地

域）又は噴火警報（山

麓）が発表された場

合 

 ［略］ (1) 

指定

職員

（１

号）

体制 

本

部 

ア ［略］ 

イ 八幡平又は栗駒山

に噴火警報（居住地

域）が発表された場合 

 ［略］ 

広

域

支

部

及

び

地

方

支

部 

ア ［略］ 

イ 所管区域内の火山

（八幡平又は栗駒山

に限る。）に噴火警報

（居住地域）又は噴

火警報（山麓）が発

表された場合 

広

域

支

部

及

び

地

方

支

部 

ア ［略］ 

イ 所管区域内の火山

（八幡平又は栗駒山

に限る。）に噴火警報

（居住地域）が発表さ

れた場合 

 ［略］  ［略］ 
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3-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］  ［略］ 

 (2) 組織 

  ○ 災害対策本部の組織は、次のとおりであ 

る。 

［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

   ア～オ ［略］ 

   カ 地方支部 

    ○ ［略］ 

    ○ 支部長は、必要に応じ、職員の中か

ら連絡員を指名した上で、当該連絡員

を市町村その他の関係機関に派遣し、

情報の収集及び地方支部からの情報

の伝達に当たらせる。 

 

 

 

 

 

   キ 現地災害対策本部 

    ○ 現地災害対策本部は、大規模な災害

が 発生し、災害応急対策を実施する

ため、本部長が必要と認めたときに設

置し、災害地にあって災害対策本部の

事務の一部を行う組織として、災害情

報の収集、地方支部及び現地作業班等

の 指揮、監督 、市町村等 との連絡調

整を行う。 

 

    ○ 現地災害対策本部は、現地災害対策

本部長及び現地災害対策本部員その

他の職員で 構成し、本部長が副本部

長、本部員その他の職員のうちから指

名する 。 

 

 

 

 

   ク 本部支援室 

 

 

 (2) 組織 

  ○ 災害対策本部の組織は、次のとおりであ 

る。 

［略］ 

 

 

 

 

 ［略］ 

   ア～オ ［略］ 

   カ 地方支部 

    ○ ［略］ 

    ○ 支部長は、災害時に市町村その他の

関係機関において情報の収集及び地

方支部から本部への情報の伝達に当

たらせるため、職員の中から現地連絡

員を２人以上指名する。 

    ○ 本部長又は広域支部長若しくは地

方支部長は、通信途絶等により災害時

に被災市町村からの情報収集が困難

であると認めるときは、当該被災市町

村に現地連絡員を２人以上派遣する。 

   キ 現地災害対策本部 

    ○ 現地災害対策本部は、大規模な災害

が 発生した場合において 災害応急対

策を実施するため、本部長が必要と認

めたときに設置し、災害地にあって災

害対策本部の事務の一部を行う組織

として、災害情報の収集、地方支部及

び現地作業班等の 指揮監督並びに市

町村その他の防災関係機関 との連絡

調整を行う。 

○ 現地災害対策本部は、現地災害対策

本部長及び現地災害対策本部員その

他の職員で 構成する 。 

 

 

    ○ 現地災害対策本部長は広域支部長

をもって充て、現地災害対策本部員は

現地災害対策本部長が広域支部及び

地方支部の職員のうちから指名する。 

   ク 本部支援室 

    ○ ［略］ 

    ○ 本部支援室長は、分掌事務の処理が 

地方支部 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員 

地方支部 

支部長・副支部長・ 

支部委員：支部連絡員、

現地連絡員 
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3-3-10 

 

 

 

 

   ケ～サ ［略］ 

 (3) ［略］ 

 (4) 総合調整所の設置 

  ○ 本部長は、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるよう、本部支援室に総合調整所

を設置し、市町村と連携を図りながら、防

災関係機関の相互の連絡調整及び応急措

置を行う。 

  ［略］ 

 

 

 (5) ［略］ 

 

第 3 県の職員の動員配備体制 

 

1～6 ［略］ 

 

 

     困難となった場合等必要と認めると

きは、人事委員会、監査委員、労働委

員会及び収用委員会の事務局の長に

対し、応援を要請することができる。 

   ケ～サ ［略］ 

 (3) ［略］ 

 (4) 総合調整所の設置 

  ○ 本部長は、災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるよう、本部支援室に総合調整所

を設置し、市町村と連携を図りながら、防

災関係機関の相互の連絡調整及び応急措

置を行う。 

   ［略］ 

 

 

 (5) ［略］ 

 

第 3 県の職員の動員配備体制 

 

1～6 ［略］ 

 

7 応急措置の代行 

 【本編・第 3 章・第 1節・第 3・7 参照】 

修正 

理由 

○ 岩手県災害特別警戒本部の設置等について、新たに規定するもの 

○ 地方支部の現地連絡員の位置づけについて整理を行うもの 

○ 現地災害対策本部の組織等について整理を行うもの 

○ 本部支援室における人事委員会等への応援の要請について規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 

  

海上保安部 海上保安部署 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-14 

 

 

 

 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 2節 火山に関する予報・警報・情報及び気象

予報・警報等の伝達計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 活動の内容   実施機関 活動の内容  

 ［略］  ［略］ 

東日本電信電話 

(株)又は西日本

電信電話(株) 

気象予報・警報等の市町村に

対する伝達 

東日本電信電話 

(株)又は西日本

電信電話(株) 

火山に関する予報・警報・

情報及び 気象予報・警報等

の市町村に対する伝達 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

 

 

第 3 実施要領 

 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び伝達 

  火山に関する予報・警報・情報及び気象予

報・警報等の種類及び内容は、次のとおりであ

る。 

 

 （気象業務法に基づくもの） 

(1) 火山に関する予報・警報・情報の種類と

内容 

  ［略］ 

 

 

第 3 実施要領 

 

1 火山に関する予報・警報・情報及び気象予報・

警報等の種類及び伝達 

  火山に関する予報・警報・情報及び気象予

報・警報等の種類及び内容は、次のとおりであ

る。 

 

 （気象業務法に基づくもの） 

(1) 火山に関する予報・警報・情報の種類と

内容 

 種 類 内 容   種 類 内 容  

噴火警報

（居住地

域） 

居住地域およびそれより火口側に

おける警戒が必要な場合にその対

象範囲と警戒事項を随時発表。 

噴火警報

（居住地

域） 

噴火に伴って発生し生命に危険を

及ぼす火山現象の発生やその拡大

が予想される場合に、対象範囲を明

示して発表。対象範囲に居住地域が

含まれる場合は噴火警報（居住地

域）、含まれない場合は噴火警報（火

口周辺）」として発表。 

・噴火警報（居住地域） 

火山現象特別警報に位置づけられ 

る。 

噴火警報

（火口周

辺） 

火口から少し離れた所まで、または

火口から居住地域近くまでの広い

範囲における火口周辺で警戒が必

要な場合にその対象範囲と警戒事

項を随時発表。 

噴火警報

（火口周

辺） 

 ［略］  ［略］ 

 ア 噴火警戒レベルが 導入されている 火山 

の噴火警報・噴火予報 

ア 噴火警戒レベルが運用されている火山の

噴火警報・噴火予報 

  ［略］    ［略］  

 

 

 

 備考１ 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に 

    応じて警戒を必要とする対象範囲と住 

    民等の対応を５段階に区分して発表す 
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3-3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 る指標である。 

注）※1 噴火警戒レベルの詳細は火山ごとに

作成。 

  イ 噴火警戒レベルが 導入されていない 

火山の噴火警報・噴火予報 

   ２ 噴火警戒レベルの詳細は、火山ごとに

作成される 。 

  イ 噴火警戒レベルが 運用されていない 火 

山の噴火警報・噴火予報 

  ［略］    ［略］  

 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

 (1) 気象予報・警報等の種類 

 

2 気象予報・警報等の種類及びその内容 

 (1) 気象予報・警報等の種類 

  火山情報及び気象予報・警報等の種類及びそ

の内容は、次のとおりである。 

 

  （気象業務法に基づくもの） 

  ア 情報の種類 

  火山情報及び気象予報・警報等の種類及びそ

の内容は、次のとおりである。 

 

  （気象業務法に基づくもの） 

  ア 情報の種類 

 種 類 内 容   種 類 内 容  

気

象

に

関

す

る

情

報 

気象情報  気象等の予報に関係のある

台風やその他の異常気象 につ

いて、注意報・警報の発表に先

立って知らせたり、注意報・警

報の発表時に現象の状況につい

て解説するなど、防災の効果を

あげるために注意報・警報と組

み合わせて 発表する。 

気

象

に

関

す

る

情

報 

気象情報  気象の予報等 について、注意

報・警報・特別警報の発表に先

立って注意を喚起する場合や

注意報・警報・特別警報が発表

された場合において、その後の

経過や予測、防災上の注意を解

説する場合等に 発表する。 

記録的短

時間大雨

情報 

数年に一度程度しか発生しな

いような 激しい 短時間の大雨

を観測（地上の雨量計による観

測）又は解析（気象レーダーと

地上の雨量計を組み合わせた分

析）したときに、県気象情報の

一種として 発表 。 

記録的短

時間大雨

情報 

県内で 数年に一度程度しか

発生しないような 猛烈な 短時

間の大雨を観測（地上の雨量計

による観測）又は解析（気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み

合わせた分析）したときに、県

気象情報の一種として 発表す

る 。 

土砂災害

警戒情報 

大雨警報が発表されている状

況で、土砂災害が発生するおそ

れが高まった時に、市町村長が

避難勧告等を発令する際の判断

や住民の自主避難の参考となる

よう、岩手県 と盛岡地方気象台

が共同で発表する。 

土砂災害

警戒情報 

大雨警報 又は大雨特別警報

が発表されている状況で、土砂

災害が発生するおそれが高ま

った とき に、市町村長が避難

勧告等を発令する際の判断や

住民の自主避難の参考となる

よう、県と盛岡地方気象台が共

同で発表する。 

竜巻注意

情報 

竜巻、ダウンバースト等の激

しい突風をもたらすような発達

した積乱雲が存在しうる気象状

況であるという現況を速報する

気象情報で、雷注意報を補足す

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、

ダウンバースト等による激し

い突風に対して注意を呼びか

ける気象情報で、雷注意報が発

表されている状況下において
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3-3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る情報として発表する。 竜巻等の激しい突風の発生す

る可能性が高まったときに、１

時間を有効期間として県単位

で発表する。 

 地

震

に

関

す

る

情

報 

 ［略］   地

震

に

関

す

る

情

報 

 ［略］  

震源に関

する情報 

○発表基準 

 震度 3以上（津波警報又は注

意報を発表した場合は発表しな 

い） 

○ ［略］ 

震源に関

する情報 

○発表基準 

 震度 3以上（大津波警報、

津波警報又は注意報を発表し

た 

場合は発表しない。） 

○ ［略］ 

震源・震

度に関す

る情報 

○発表基準 

 以下のいずれかを満たした場 

合 

・震度 3以上 

・津波注意報 又は 警報発表時 

 

・若干の海面変動が予想される 

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表 

した場合 

○ ［略］ 

震源・震

度に関す

る情報 

○発表基準 

 以下のいずれかを満たした

場合 

・震度 3以上 

・津波注意報、津波警報 又は大

津波警報 発表時 

・若干の海面変動が予想される 

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表 

した場合 

○ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］ 

イ 注意報の種類と発表基準 

  ［略］ 

イ 注意報の種類と発表基準 

 種 類 発表基準   種 類 発表基準  

気

象

注

意

報 

風雪注意

報 

 風雪によって被害が 予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

 

○ ［略］ 

気

象

注

意

報 

風雪注意

報 

 雪を伴う強風により災害が

発生するおそれがあると 予想

され、次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

強風注意

報 

 強風 によって被害が 予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

 

○ ［略］ 

強風注意

報 

 強風 により災害が発生する

おそれがあると 予想され、次の

条件に該当する場合 

○ ［略］ 

大雨注意

報 

 大雨 によって被害が 予想さ

れ、区域内の市町村で一定の基

準に到達することが予想される 

場合 

〔気象警報発表基準等 資料編

3－2－2〕 

大雨注意

報 

大雨 により災害が発生する

おそれがあると 予想され、区域

内の市町村で一定の基準に到

達することが予想される場合 

〔気象警報発表基準等 資料

編 3-2-2〕 

大雪注意

報 

 大雪 によって被害が 予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

 

大雪注意

報 

 大雪 により災害が発生する

おそれがあると 予想され、次の

条件に該当する場合 
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3-3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ［略］ ○ ［略］ 

濃霧注意

報 

濃霧のため交通機関に著し

い支障が生じる おそれがある

と予想され、次の条件に該当す

る場合 

○ ［略］ 

濃霧注意

報 

 濃い霧により災害が発生す

る おそれがあると予想され、次

の条件に該当する場合 

 

○ ［略］ 

雷注意報  落雷等により 被害が 予想さ

れる場合 

雷注意報 

（備考 

１） 

 落雷等により 災害が発生す

るおそれがあると 予想される

場合 

乾燥注意

報 

空気 が乾燥し、火災の危険が

大きい と予想され、次の条件に

該当する場合 

○ ［略］ 

乾燥注意

報 

空気 の乾燥により災害が発

生するおそれがある と予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

霜注意報  早霜、晩霜等により農作物

に著しい被害が 予想され、次の

条 

件に該当する場合 

 

○ ［略］ 

霜注意報 早霜、晩霜等により農作物

への被害が発生するおそれが

あると 予想され、次の条件に該

当する場合 

○ ［略］ 

低温注意

報 

夏期 低温により農作物等

に著しい被害が予想さ

れ、次の条件に該当す

る場合 

 

○ ［略］ 

低温注意

報 

夏期 低温により農作物等

に著しい被害が 発生す

るおそれがあると 予想

され、次の条件に該当

する場合 

○ ［略］ 

 

  冬期 低温により水道凍結

等大きな障害が予想さ

れ、次の条件のいずれ

かに該当する場合 

 

○ ［略］ 

   冬期 低温により水道凍結

等著しい被害が発生す

るおそれがあると 予想

され、次の条件のいず

れかに該当する場合 

○ ［略］ 

 

  着雪注意 

報 

着氷注意 

報 

 着雪・着氷により通信線、送

電線、樹木等に 被害がおこる

と予想され、次の条件に該当す

る 

場合 

○ ［略］ 

   着雪注意 

報 

着氷注意 

報 

 著しい 着雪・着氷により通信 

線、送電線、樹木等 への被害が 

発生するおそれがある と予想

され、次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

 

 なだれ注

意報 

 なだれ が発生して被害があ

る と予想され、次の条件に該当

す 

る場合 

○ ［略］ 

  なだれ注

意報 

なだれ により災害が発生す

るおそれがある と予想され、次

の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

 

 融雪注意

報 

融雪 によって被害がおこる

おそれがあると予想される場合 

  融雪注意

報 

融雪 により浸水、土砂災害等

の災害が発生する おそれがあ
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3-3-19 

 

 

 

 

 

 

ると予想される場合 

洪水注意報  洪水によって被害がおこる

おそれがあると予想され、区域

内の市町村で一定の基準に到達

す 

ることが予想される場合 

〔気象警報発表基準等 資料編

3－2－2〕 

洪水注意報  大雨、長雨、融雪などにより

河川が増水し、災害が発生する

おそれがあると予想され、区域

内の市町村で一定の基準に到

達することが予想される場合 

〔気象警報発表基準等 資料

編 3-2-2〕 

地面現象注意

報※ 

大雨、大雪等による山崩れ、

地滑り等によって被害がおこ

る おそれがあると予想される

場合 

地面現象注意

報 （備考２） 

 大雨、大雪等による山崩れ、

地すべり等により災害が発生

する おそれがあると予想され

る場合 

 浸水注意報※ 浸水によって被害が おこる

おそれがあると予想される場合 

  浸水注意報

（備考２） 

 浸水により災害 が発生する

おそれがあると予想される場

合 

 

 

 

 

 

 

 注）※１ ［略］ 

   ※２ ［略］ 

  ウ 警報の種類と発表基準 

 備考１ 発達した雷雲の下で発生することの 

多い突風やひょうによる災害について 

の注意喚起が付加されることもある。急 

な強い雨への注意についても雷注意報 

で呼びかけられる。 

   ２ ［略］ 

   ３ ［略］ 

  ウ 警報の種類と発表基準 

 種 類 発表基準   種 類 発表基準  

気

象

警

報 

暴風警報  暴風 によって 重大な災害が

おこる おそれがあると予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

気

象

警

報 

暴風警報  暴風 により 重大な災害が 発

生する おそれがあると予想さ

れ、次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

 暴風雪警

報 

暴風雪 によって 重大な災害

が おこる おそれがあると予想

され、次の条件に該当する場合 

 

○ ［略］ 

  暴風雪警

報 （備考

１） 

 雪を伴う暴風により 重大な

災害が 発生する おそれがある

と予想され、次の条件に該当す

る場合 

○ ［略］ 

 

 大雨警報 大雨 によって 重大な災害が

おこるおそれがあると予想さ

れ、区域内の市町村で一定の基

準に到達することが予想される

場合 

○ ［略］ 

  大雨警報

（備考 

２） 

大雨 により 重大な災害がお

こるおそれがあると予想され、

区域内の市町村で一定の基準に

到達することが予想される場合 

○ ［略］ 

 

大雪警報  大雪 によって 重大な災害が

おこるおそれがあると予想さ

れ、 

次の条件に該当する場合 

○ ［略］ 

大雪警報  大雪 により 重大な災害がお

こ 

るおそれがあると予想され、次

の条件に該当する場合 

○ ［略］ 
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洪水警報  洪水によって重大な災害がお 

こるおそれがあると予想され、

区域内の市町村で一定の基準に

到達することが予想される場合 

〔気象警報発表基準等 資料編

3－2－2〕 

洪水警報（備

考３） 

大雨、長雨、融雪などにより

河川が増水し、重大な災害が

発生する おそれがあると予想

され、区域内の市町村で一定の

基準に到達することが予想され

る場合 

〔気象警報発表基準等 資料編

3-2-2〕 

地面現象警報

※ 

 大雨、大雪等による山崩れ、

地滑り 等 によって 重大な災害

がおこるおそれがあると予想さ

れる場合 

地 面 現 象 警

報 （備考４） 

大雨、大雪等による山崩れ、

地すべり 等 により 重大な災害

が 発生する おそれがあると予

想される場合 

 浸水警報※ 浸水 によって 重大な災害が

おこる おそれがあると予想さ

れる場合 

  浸水警報（備

考４） 

浸水 により 重大な災害が 発生

する おそれがあると予想され

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注）※１ ［略］ 

    ※２ ［略］ 

 

 （消防法に基づくもの） 

  ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 暴風雪警報にあっては、暴風による重大

な災害に加えて、雪を伴うことによる視程

障害などによる重大な災害のおそれにつ

いても警戒を呼びかける。 

  ２ 大雨警報には、大雨警報(土砂災害)、大

雨警報(浸水害)、大雨警報(土砂災害、浸

水害)のように、特に警戒すべき事項が明

記される。 

  ３ 洪水警報の対象となる重大な災害とし

て、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊

による重大な災害が挙げられる。 

  ４ ［略］  

  ５ ［略］ 

 

 （消防法に基づくもの） 

  ［略］ 

 

  エ 特別警報の種類と発表基準 

 種 類 発表基準  

気

象

特

別

警

報 

暴風特別

警報 

 暴風により重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予

想され、次の条件に該当する場

合 

○ 数十年に一度の強度の台風

や同程度の温帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪特

別警報 

雪を伴う暴風により重大な災

害が発生するおそれが著しく大

きいと予想され、次の条件に該
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3-3-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)～(4) ［略］ 

 (5) 市町村の措置 

  ○ 市町村長は、火山に関する予報・警報・

情報及び気象予報・警報等を受領した場合

は、必要に応じて、直ちに、その内容を関

当する場合 

○ 数十年に一度の強度の台風

と同程度の温帯低気圧により

雪を伴う暴風が吹くと予想さ

れる場合※ 

 大雨特別

警報 

大雨による重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予

想され、次の条件に該当する場

合 

○ 台風や集中豪雨により数十

年に一度の降雨量となる大雨

が予想され、又は数十年に一

度の強度の台風や同程度の温

帯低気圧により大雨になると

予想される場合 

大雪特別

警報 

大雪により重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予

想され、次の条件に該当する場

合 

○ 数十年に一度の降雪量とな

る大雪が予想される場合 

地面現象特別

警報（備考１） 

 大雨、大雪等による山崩れ、 

地滑り等により重大な災害が発

生するおそれが著しく大きいと

予想され、次の条件に該当する

場合 

○ 台風や集中豪雨により数十

年に一度の降雨量となる大雨

が予想され、又は数十年に一

度の強度の台風や同程度の温

帯低気圧により大雨になると

予想される場合 

 備考１ 地面現象特別警報は、気象特別警報に 

    含めて発表するため、この特別警報の標

題は用いない。 

備考２ 実施に当たっては、降水量、積雪量、

台風の中心気圧、最大風速等について過

去の災害事例に照らして算出した客観

的な指標を設け、これらの実況及び予想

に基づいて発表の判断をする。 

(2)～(4) ［略］ 

 (5) 市町村の措置 

  ○ 市町村長は、火山に関する予報・警報・

情報及び気象予報・警報等を受領した場合

は、必要に応じて、直ちに、その内容を関
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係機関に通知するとともに、地域内の住

民、団体等に対して広報を行う。 

 

 

 

 

 

 

  ○ 市町村長は、同報系防災行政無線の整備

により、住民、団体等に対する火山に関す

る予報・警報・情報及び気象予報・警報等 
の伝達手段 の確保に努める 。 

  ○ ［略］ 

 (6) ［略］ 

 

3 ［略］ 

係機関に通知するとともに、地域内の住

民、団体等に対して広報を行う。 

  ○ 市町村長は、特別警報に位置付けられる 

   噴火警報（居住地域）を受領した場合は、

直ちに、その内容を地域内の住民、団体等

に周知するともに、その内容を関係機関に

通知する。 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村長は、同報系防災行政無線の整備

により、住民、団体等に対する火山に関す

る予報・警報・情報及び気象予報・警報等 

の伝達手段 を確保する 。 

  ○ ［略］ 

 (6) ［略］ 

 

3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 火山に関する予報・警報等の記載について見直しを行うもの 

○ 特別警報の運用開始に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-25 

 

 

 

 

 

 

 

第 4節 情報の収集・伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 災害情報収集の優先順位 

【本編・第 3章・第 4 節・第 3・2 参照】 

 

 

 

 

 

3・4 ［略］ 

第 4節 情報の収集・伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 ［略］ 

 

2 災害情報収集の優先順位 

【本編・第 3章・第 4 節・第 3・2 参照】 

 ○ 噴火口の位置は、避難対象地域の判断等の

ために重要であることから、噴火後速やかに

噴火口の特定、噴火に伴い発生した火山現象

の種類及び規模の把握に努める。 

 

3・4 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害情報の収集として、噴火口の特定等について規定するもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-30 

 

 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 7節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 広報広聴活動の内容   実施機関 広報広聴活動の内容  

市町村本部長 1 ［略］ 

2 気象予報・警報等 及び

災害発生時の注意事項 

 

 

3～15 ［略］ 

市町村本部長 1 ［略］ 

2 火山に関する予報・警

報・情報及び 気象予報・

警報等 並びに 災害発生時

の注意事項 

3～15 ［略］ 

県本部長 1 ［略］ 

2 気象予報・警報等 及び

災害発生時の注意事項 

 

 

3～14 ［略］ 

県本部長 1 ［略］ 

2 火山に関する予報・警

報・情報及び 気象予報・

警報等 並びに 災害発生時

の注意事項 

3～14 ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道

事務所） 

1 気象予報・警報等 及び

災害発生時の注意事項 

 

 

2・3 ［略］ 

東北地方整備局 

（岩手河川国道

事務所） 

1 火山に関する予報・警

報・情報及び 気象予報・

警報等 並びに 災害発生時

の注意事項 

2・3 ［略］ 

 ［略］ 

エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケー

ションズ(株) 

 

 

(株)エヌ・ティ・

ティ・ドコモ 

ＫＤＤＩ(株) 

 ［略］  ［略］ 

エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケ

ーションズ(株) 

ソフトバンクテ

レコム(株) 

(株)ＮＴＴドコ

モ 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンクモ

バイル(株) 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

日本放送協会盛

岡放送局 

1 気象予報・警報等の伝達 

 

 

2～5 ［略］ 

日本放送協会盛

岡放送局 

1 火山に関する予報・警

報・情報及び 気象予報・

警報等の伝達 

2～5 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

(株)アイビーシ

ー岩手放送 

 ［略］ 

1 気象予報・警報等の伝達 

 

 

2～4 ［略］ 

(株)ＩＢＣ岩手

放送 

 ［略］ 

1 火山に関する予報・警

報・情報及び 気象予報・

警報等の伝達 

2～4 ［略］ 
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3-3-31 

 ［略］ 

(株)朝日新聞社

盛岡支局 

 ［略］ 

(株)河北新報社

盛岡支社 

 ［略］ 

(株)デーリー東

北新聞社盛岡支

局 

(株)日本農業新

聞東北支所 

(社)共同通信社

盛岡支局 

(株)時事通信社

盛岡支局 

 ［略］  ［略］ 

(株)朝日新聞社

盛岡総局 

 ［略］ 

(株)河北新報社

盛岡総局 

 ［略］ 

(株)デーリー東

北新聞社盛岡支

局 

 

 

(一社)共同通信

社盛岡支局 

(株)時事通信社

盛岡支局 

(有)盛岡タイム

ス社 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課 地方支部班 担当業務   部 課等 地方支部班 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

環境 

生活 

部 

 ［略］ 環境 

生活 

部 

 ［略］ 

環境保全課 保健環境班  ［略］ 環境保全課 福祉環境班  ［略］ 

県民くらし 

の安全課 

県民くらし 

の安全課 

福祉環境班 

保健医療班 

保健 

福祉 

部 

保健福祉企 

画室 

福祉班 

保健環境班 

保健 

福祉 

部 

保健福祉企 

画室 

福祉環境班 

保健医療班 

健康国保課 保健環境班 健康国保課 保健医療班 

地域福祉課 福祉班 地域福祉課 福祉環境班 

医療政策室 保健環境班 医療政策室 保健医療班 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 指定公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ 組織改編に伴い、所要の修正をするもの 

○ 所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-50 

 

 

 

 

 

第 18 節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民等の生命、身体の安全を確保

するため、迅速かつ的確に注意喚起、避難勧告

及び指示（以下、本節中「避難勧告等」という。）

を行うとともに、避難支援従事者の安全を確保

しながら、避難誘導を行う。 

 

 

2 ［略］ 

 

3 被災者の避難生活先を確保するため、避難所

を開設するとともに、その運営に当たっては避

難者の生活環境に十分な注意を払い、常に良好

なものとするよう努めるものとする。 

なお、避難所は、事前に避難誘導等をする

高齢者等災害時要援護者 や注意喚起に伴い自

主的に避難する住民等にも対応できるよう迅

速な開設に努める。 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

 (1) 避難勧告等の内容 

  ○ ［略］ 

 

 

 

 (2) 避難勧告等の周知 

  ア 地域住民等への周知 

   ○ ［略］ 

   ○ 避難勧告等の周知に当たっては、必要

に応じ、聴覚、視覚障がい者、高齢者等

の住居を個別に巡回するなど、障がい者

等 に配慮した方法を併せて実施する。 

   ○ ［略］ 

  イ 関係機関相互の連絡 

   ○ 実施責任者は、避難勧告等を行った場

合は、法令に基づく報告又は通知を行う

ほか、その旨を相互に連絡する。 

第 7節 避難・救出計画 

 

第 1 基本方針 

 

1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、住民等の生命、身体の安全を確保

するため、迅速かつ的確に注意喚起、避難勧告

及び指示 並びに屋内での待避等の安全確保措

置の指示（以下本節中「避難勧告等」という。）

を行うとともに、避難支援従事者の安全を確保

しながら、避難誘導を行う。 

 

2 ［略］ 

 

3 被災者の避難生活先を確保するため、避難所

を開設するとともに、その運営に当たっては避

難者の生活環境に十分な注意を払い、常に良好

なものとするよう努めるものとする。 

なお、避難所は、事前に避難誘導等をする

避難行動要支援者 や注意喚起に伴い自主的に

避難する住民等にも対応できるよう迅速な開

設に努める。 

 

第 3 実施要領 

 

1 避難勧告等 

 (1) 避難勧告等の内容 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村は、火山現象の高まりに応じて適

切に避難対象地域を拡大しながら、段階的

な避難勧告等を行うよう努める。 

 (2) 避難勧告等の周知 

  ア 地域住民等への周知 

   ○ ［略］ 

○ 避難勧告等の周知に当たっては、必要

に応じ、避難行動要支援者 の住居を個

別に巡回するなど、避難行動要支援者

に配慮した方法を併せて実施する。 

   ○ ［略］ 

  イ 関係機関相互の連絡 

   ○ 実施責任者は、避難勧告等を行った場

合は、法令に基づく報告又は通知を行う

ほか、その旨を相互に連絡する。 
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    ［略］ 

   ［法令に基づく報告又は通知義務］ 

    ［略］ 

   ［法令に基づく報告又は通知義務］ 

 
報告又は通

知義務者 

報告又は 

通知先 
根拠法令 

  

報告又は通

知義務者 

報告又は 

通知先 
根拠法令 

 

 

市町村長 知事 災害対策基本法 第

60条第 3項（報告

様式は、第 4 節情

報の収集・伝達計

画第 2参照） 

市町村長 知事 災害対策基本法 第

60条第 4項（報告

様式は、第 4 節情

報の収集・伝達計

画第 2参照） 

 
知事 公示 災害対策基本法 第

60条第 6項 
  

公示 災害対策基本法 第

60条第 5項 
 

  ［略］    ［略］  

 (3) ［略］ 

 (4) 避難の誘導 

○ 市町村本部長は、あらかじめ、高齢者、

障がい者など、自力で避難することが困難

な者 の居住状況等に配慮して、車両等の

活用を含めた避難計画を定める。 

○ 実施責任者は、消防団、自主防災組織等

の協力を待て、住民を安全かつ迅速に避難

場所に誘導する。この場合において、高齢

者、障がい者、傷病者、子供等 の避難を

優先する。 

  ○ 次の場合において、当該避難が困難と認

められるときは、消防団員等を配置して誘

導する。 

ア ［略］ 

イ 在宅の高齢者、障がい者等 の避難 

 

 

 

 

  ○ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) ［略］ 

 (4) 避難の誘導 

  ○ 市町村本部長は、あらかじめ、避難行動

要支援者 の居住状況等に配慮して、車両

等の活用を含めた避難計画を定める。 

 

○ 実施責任者は、消防団、自主防災組織等

の協力を待て、住民を安全かつ迅速に避難

場所に誘導する。この場合において、避難

行動要支援者 の避難を優先する。 

 

  ○ 次の場合において、当該避難が困難と認

められるときは、消防団員等を配置して誘

導する。 

ア ［略］ 

イ 避難行動要支援者 の避難 

  ○ 市町村は、避難行動要支援者の避難に当

たっては、本人の同意の有無に関わらず、

避難行動要支援者名簿を効果的に利用す

るよう努める。 

  ○ ［略］ 

  ○ 県は、被災者の保護のため緊急の必要が

あると認めるときは、運送業者である指定

公共機関又は指定地方公共機関に対し、運

送すべき人並びに運送すべき場所及び期

日を示して、被災者の運送を要請する。 

  ○ 県は、運送業者である指定公共機関又は

指定地方公共機関が正当な理由がなく要

請に応じないときは、被災者の保護の実施

のため特に必要があるときに限り、当該機

関に対し、当該運送を行うべきことを指示

する。 
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3-3-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-54 

 (5) 避難者の確認等 

  ○ 市町村職員、消防団員、民生委員等は、

避難場所等及び避難対象地域を巡回し、避

難者の確認を行うとともに、避難が遅れた

者の救出を行う。 

   ア 避難場所（避難所） 

① ［略］ 

② 特に、自力避難が困難な 高齢者、

障 

がい者等 の安否の確認 

 (6)・(7) ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

 

4 避難所の設置、運営 

 (1) 避難所の設置 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、避難所の設置に当たっ

ては、在宅の 高齢者及び障がい者、乳幼

児、妊産婦等 に配慮した環境の確保に努

める。 

  ○ ［略］ 

 (2) 避難所の運営 

○ 市町村本部長は、あらかじめ定める避難

計画に従い、避難所の円滑な運営に努め

る。この場合において、市町村本部長は、

避難所の生活環境が常に良好なものとな

るよう、保健師、管理栄養士等による巡回

等を実施するなど 、その状況把握に努め、

必要な対策を講じる。 

 

 

  ○ ［略］ 

 (3)・(4) ［略］ 

 

5～7 ［略］ 

 

8 居住地以外の市町村への避難者に対する情報

等の提供体制 

 ［略］ 

(5) 避難者の確認等 

○ 市町村職員、消防団員、民生委員等は、

避難場所等及び避難対象地域を巡回し、避

難者の確認を行うとともに、避難が遅れた

者の救出を行う。 

ア 避難場所（避難所） 

① ［略］ 

② 特に、自力避難が困難な 避難行動

要 

支援者 の安否の確認 

 (6)・(7) ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

 

4 避難所の設置、運営 

(1) 避難所の設置 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村本部長は、避難所の設置に当たっ

ては、在宅の 要配慮者 に配慮した環境の

確保に努める。 

  ○ ［略］ 

 (2) 避難所の運営 

○ 市町村本部長は、あらかじめ定める避難

計画 及びその作成した避難所の設置及び

運営に係るマニュアル に従い、避難所の

円滑な運営に努める。この場合において、

市町村本部長は、避難所の生活環境が常に

良好なものとなるよう、保健師、管理栄養

士等による巡回 や岩手県災害派遣福祉チ

ームの活用を通じて 、その状況把握に努

め、必要な対策を講じる。 

  ○ ［略］ 

 (3)・(4) ［略］ 

 

5～7 ［略］ 

 

8 住民等 に対する情報等の提供体制 

  

［略］ 

修正 

理由 

○ 災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の整備をするもの 

○ 屋内での待避等の安全確保措置の指示について規定するもの 

○ 火山現象の高まりに応じた段階的な避難勧告等について規定するもの 

○ 避難の際の避難行動要支援者名簿の効果的な活用について規定するもの 

○ 運送業者である指定公共機関等に対する被災者の運送の要請等について規定するもの 

37 

 



○ 避難所の運営に当たっての避難所運営マニュアル及び岩手県災害派遣福祉チームの活用につい

て規定するもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-63 

 

 

 

 

第 25 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 25 節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

1 廃棄物処理 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 

1 廃棄物処理 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課等 地方支部班 担当業務   部 課等 地方支部班 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

環境 

生活 

部 

資源循環推 

進課 

保健環境班  ［略］ 環境 

生活 

部 

資源循環推 

進課 

福祉環境班  ［略］ 

 

2 障害物除去 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 

2 障害物除去 

  ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課 地方支部班 担当業務   部 課等 地方支部班 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

環境 

生活 

部 

資源循環推 

進課 

保健環境班  ［略］ 環境 

生活 

部 

資源循環推 

進課 

福祉環境班  ［略］ 

保健 

福祉 

部 

地域福祉課 福祉班  ［略］ 保健 

福祉 

部 

地域福祉課  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 障害物除去 

 (1)・(2) ［略］ 

 (3) 応援の要請 

  ○ 市町村本部長は、障害物の除去ができな

い場合は、次の事項を明示して、近隣市町

村長 、あるいは、地方支部福祉班長又は

土木班長を通じて県本部長に、応援を要請

する。 

    ［略］ 

  ○ ［略］ 

 

第 3 実施要領 

 

1・2 ［略］ 

 

3 障害物除去 

 (1)・(2) ［略］ 

 (3) 応援の要請 

  ○ 市町村本部長は、障害物の除去ができな

い場合は、次の事項を明示して、近隣市町

村長 又は地方支部福祉環境班長若しくは

土木班長を通じて県本部長に、応援を要請

する。 

    ［略］ 

  ○ ［略］ 
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 (4)～(6) ［略］ 

 

4・5 ［略］ 

 (4)～(6) ［略］ 

 

4・5 ［略］ 

修正 

理由 

○ 組織改編に伴い、所要の修正をするもの 
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火山災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・ 

埋葬計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

第 26 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・

埋葬計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 実施機関 担当業務   実施機関 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

（社）岩手県医師会 

（社）岩手県歯科医師会 

 ［略］ （一社）岩手県医師会 

（一社）岩手県歯科医師会 

 ［略］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 

 ［県本部の担当］ 

 部 課 地方支部班 担当業務   部 課等 地方支部班 担当業務  

 ［略］  ［略］ 

環境 

生活 

部 

県民くらし

の安全課 

保健環境班  ［略］ 環境 

生活 

部 

県民くらし

の安全課 

保健医療班  ［略］ 

保健 

福祉 

部 

地域福祉課 福祉班  ［略］ 保健 

福祉 

部 

地域福祉課 福祉環境班  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 組織改編に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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